
 

第５７回川崎市介護保険運営協議会 
及び第２３回地域包括支援センター運営協議会  

 
 
 
 
 

  

次  第 

  

   
 介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会 

 ・川崎市介護保険運営協議会・地域包括支援センター運営協議会について・・・資料１ 
 ＜議 題＞ 

(１) 会長、副会長の選出・・・資料２ 

(２) 地域密着型サービス等部会委員指名及び地域密着型サービス等部会第 66・67 回の

報告、指定介護予防支援事業者の指定について・・・資料２，３ 

(３) 第９期川崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

「かわさきいきいき長寿プラン」について・・・資料４－１、２ 

(４) その他 

 

 

  

日時 令和６年７月３１日（水） 

１０：００～１２：００ 

場所 本庁舎２０３・２０４会議室 

 



川崎市介護保険運営協議会・地域包括支援センター運営協議会について

川崎市健康福祉局

資料１



設置目的
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川崎市介護保険運営協議会
（定員２０名）

◎ 介護保険事業の運営に関する事項

• 介護保険の執行状況

• 介護サービス事業所の運営等に関する事項

• 介護保険制度に関する事項

◎ 介護保険事業に係る高齢者保健福祉施策に関する事項

• 市単独サービスの執行状況に関する事項

• その他（法第５条の第４項に規定する施策の推進等）

川崎市地域包括支援センター運営協議会
（定員１０名）

◎ 地域包括支援センターの設置・運営に関する事項

◎ 指定介護予防支援事業者の指定に関する事項

◎ 法第５条第４項に規定する施策の推進

• 介護予防、地域課題及び地域の見守り支援の取組等に関する事項

（地域ケア会議としての取扱事項を兼ねる）

区地域包括支援センター運営協議会
川崎市介護保険条例第5条の3第3項

地域密着型サービス等部会
川崎市介護保険運営協議会規則第5条

運営協議会の設置目的（川崎市介護条例第5条）

◎介護保険事業の運営に関する専門的な見地からの調査審議

◎介護保険事業の運営への市民意見の反映



川崎市介護保険運営協議会の構成
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１ 設置根拠
川崎市介護保険条例第５条

２ 委員の定員・構成（川崎市介護保険条例第５条の２）

（１）定員
２０名

（２）構成
①被保険者
②学識経験のある者
③保健、医療及び福祉関係団体の代表者
④事業者の団体の代表者
⑤その他市長が必要と認めた者

４ 取扱事項
次の事項について調査審議し、市長に対し、その結果を報告し、又は意見を申し出ることができる。（川崎市介護保険条例第５条の２）

（１）介護保険事業の運営に関する事項
（２）介護保険事業に係る高齢者保健福祉施策に関する事項
※川崎市地域包括支援センター運営協議会の取扱事項を除く

３ 委員任期
３年間（令和６年７月１日〜令和９年６月３０日）



川崎市介護保険運営協議会の取扱事項（詳細）

4

（１）介護保険事業の運営に関する事項

①介護保険事業の執行状況・保険財政に関すること

②介護給付の適正化に関すること

③介護保険料に関すること

④介護保険事業者の指定・指導等に関すること（？？）

⑤保険者機能強化推進交付金等に関すること

（２）介護保険事業に係る高齢者保健福祉施策に関する事項

① かわさきいきいき長寿プランの進捗管理に関すること

② 川崎市高齢者実態調査に関すること



川崎市介護保険運営協議会の審議スケジュール（案）
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開催予定 主な議題（予定）

令和６年度
（１年目）

第５７回協議会 7/31
※地域包括運協と合同開催

• 委員委嘱、議長選任、趣旨説明
• 第９期計画の取組の方向性及び重点事項等の説明
• 地域密着型サービス等部会委員の指名
• 地域密着型サービス等部会の報告及び指定介護予防支援事業者の指定
• 今後の進め方について

第５８回協議会 1月頃
• 本市の介護保険の特徴について
• 川崎市高齢者実態調査について
• 地域密着型サービス等部会の報告及び指定介護予防支援事業者の指定

令和７年度
（２年目）

第５９回協議会 7月頃
※地域包括運協と合同開催

• 前年度審議内容の報告
• 地域密着型サービス等部会の報告及び指定介護予防支援事業者の指定 等

第６０回協議会 1月頃
• 川崎市高齢者実態調査の報告
• 第９期計画取組の進捗報告
• 地域密着型サービス等部会の報告及び指定介護予防支援事業者の指定
• 次期計画策定に向けた論点のまとめ 等

令和８年度
（３年目）

協議会
＋第１０期計画策定に向けた検討（計画策定合同会議）



川崎市地域包括支援センター運営協議会の構成
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１ 設置根拠
川崎市介護保険条例第５条

２ 委員の定員・構成（川崎市介護保険条例第５条の３）

（１）定員
１０名

（２）構成
①学識経験のある者
②保健、医療及び福祉関係団体の代表者
③事業者の団体の代表者
④被保険者
⑤その他市長が必要と認めた者

４ 取扱事項
次の事項について調査審議し、市長に対し、その結果を報告し、又は意見を申し出ることができる。 （川崎市介護保険条例第５条の３）

（１）地域包括支援センターの設置・運営に関する事項
（２）介護保険法第５条第４項に規定する施策の包括的な推進に関する事項
（３）指定介護予防支援事業者の指定に関する事項

３ 委員任期
３年間（令和６年７月１日〜令和９年６月３０日）



川崎市地域包括支援センター運営協議会の取扱事項（詳細）
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（１）地域包括支援センターの設置・運営に関する事項

①地域包括支援センター事業実施方針に関すること

②地域包括支援センターの設置・変更に関すること

③地域包括支援センター事業の実施状況に関すること（かわさきいきいき長寿プラン取組Ⅱの進捗管理）

④地域包括支援センターの事業計画・評価に関すること

⑤地域包括支援センターの公正・中立な運営

（２）介護保険法第５条第４項に規定する施策の包括的な推進に関する事項

地域包括支援センター事業に加え、次の事項に関すること（※市地域ケア推進会議としての取扱事項を兼ねる）

①介護予防事業に関すること

②包括的支援事業（地域ケア会議、生活支援体制の整備、医療・介護連携、認知症施策）に関すること

③その他地域包括ケアの推進に資する施策等に関すること

（３）指定介護予防支援事業者の指定に関する事項

指定介護予防支援事業者の指定に関すること

【法第５条第４項（自治体の責務としての地域包括ケア推進）】

国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、①保険給付に係る保健医療
サービス及び福祉サービスに関する施策、②要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに③地域における自立
した日常生活の支援のための施策を、④医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。



区地域包括支援センター運営協議会
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地域包括支援センター運営協議会 区地域包括支援センター運営協議会
構
成
等

設置単位︓市
定 員︓10名
開催頻度︓年2回
設置根拠︓川崎市介護保険条例第5条

設置単位︓行政区（７区）
定 員︓8名
開催頻度︓年2回
設置根拠︓川崎市介護保険条例第5条の3第3項

調
査
審
議
事
項

◎ 地域包括支援センターの設置・運営に関する事項
• 地域包括支援センター事業実施方針に関すること
• 地域包括支援センターの設置・変更に関すること
• 地域包括支援センター事業の実施状況に関すること
• 地域包括支援センターの事業計画・評価に関すること
• 地域包括支援センターの公正・中立な運営

◎ 地域包括支援センターの設置・運営に関する事項
• 地域包括支援センターの設置に伴う区割り設定に関すること
• 地域包括支援センターの事業計画・評価に関すること

◎ 法第５条第４項に規定する施策の推進
※市レベルの地域ケア会議としての取扱事項を兼ねる
• 介護予防事業に関すること
• 包括的支援事業（地域ケア会議、生活支援体制の整備、医療・介護連携、認知症施
策）に関すること

• その他地域包括ケアの推進に資する施策等に関すること（地域の見守り支援の取組等）

◎ 法第５条第４項に規定する施策の推進
※区レベルの地域ケア会議としての取扱事項を兼ねる
• 区内の地域課題の抽出や高齢者の見守り体制の構築に関する事項等

◎ 指定介護予防支援事業者の指定に関する事項

◎ 区地域包括支援センター運営協議会における調査審議の結果



川崎市地域包括支援センター運営協議会の審議スケジュール（案）
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開催予定 主な議題（予定）

令和６年度
（１年目）

第２２回協議会 5/27
※制度改正対応のため臨時開催

• 介護予防事業に関する報告
• 介護予防支援に関する制度改正対応に関する報告
• 第９期計画における地域包括支援センターの体制整備
• 今後の審議に向けた論点 等

第２３回協議会 7/31
※介護保険運協と合同開催

• 委員委嘱、議長選任、趣旨説明
• 前年度審議内容の報告
• 第９期計画の取組の方向性及び重点事項等の説明
• 地域支援事業の実施状況、第９期計画の調査審議スケジュール 等

第２４回協議会 11月頃
• 地域包括支援センターの公正・中立性の確保に向けた実施状況の報告
• 地域包括支援センター事業計画・報告・評価の報告
• 各区地域包括支援センター運営協議会の審議結果報告
• 第９期計画重点事項の具体的対応の方向性（骨子案）の検討 等

第２５回協議会 2月頃
• 全国統一指標に基づく運営状況点検結果報告
• 地域包括支援センター運営方針等案提示
• 第９期計画重点事項の具体的対応の方向性の提示 等

令和７年度
（２年目）

第２６回協議会
※介護保険運協と合同開催 • 前年度審議内容の報告 等

第２７回協議会 11月頃

• 地域包括支援センターの公正・中立性の確保に向けた実施状況の報告
• 地域包括支援センター事業計画・報告・評価の報告
• 各区地域包括支援センター運営協議会の審議結果報告
• 第９期計画重点事項の具体的対応の進捗報告
• 次期計画策定に向けた論点（骨子案）の検討 等

第２８回協議会 2月頃
• 全国統一指標に基づく運営状況点検結果報告
• 地域包括支援センター運営方針等案提示
• 第９期計画重点事項の具体的対応の進捗報告
• 次期計画策定に向けた論点のまとめ 等

令和８年度
（３年目）

第２９回協議会
第３０回協議会
＋第１０期計画策定に向けた検討（計画策定合同会議）



資料２
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川 崎 市  介  護 保  険 運  営  協 議  会 

地域密着型サービス等部会（第66-67回）報告 
 

 

１ 日時：第66回 令和６年２月15日(木)   第67回 令和６年５月16日(木） 

      

 
２ 議題 

 (１）令和５年度第４回及び令和６年度第１回地域密着型（介護予防）サービスの内定について 

  ●介護保険サービス事業者から地域密着型サービスの新規開設に向けた内定申請があったことから、

事業者からの申請内容等について説明の上、御審議いただき、内定を行うことについて御了承いた

だきました。 

＜申請状況と審議結果＞ 

（令和６年7月１日までの開設分） 

サービス種類 申請法人数 申請件数 内定数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1法人 1事業所 1事業所 

地域密着型通所介護 2法人 2事業所 2事業所 

看護小規模多機能型居宅介護 1法人 1事業所 1事業所 

（２）地域密着型（介護予防）サービス事業所の指定・更新・休止・廃止等について 

  ●令和５年12月から令和６年５月の期間において新たに指定を行った事業所について報告しました。 

  ●令和５年 12 月から令和６年５月の期間において指定更新を行った事業所、及び、令和５年 12 月か

ら令６年８月の期間において指定更新を行う予定である事業所について報告しました。 

  ●令和５年11月から令和６年４月の期間において、休止及び廃止の届出があった事業所について報告

しました。 

（３）その他必要事項について 

  ●（介護予防）認知症対応型共同生活介護内定事由の変更（開設年月日の変更）について報告しまし

た。 

●川崎市内の地域密着型サービスにおける「３か月ルール（※）」について、本市介護保険被保険者資

格を保持したまま、市外施設に入所している場合は、本ルールを適応しないことを御審議いただき、

御了承いただきました。 

 

※認知症対応型共同生活介護等において、市民の適切な利用を確保することを目的とし、平成27年

４月１日から、「川崎市内に住民登録後、居住し始めてから３か月以上経過する川崎市の被保険者が

利用することとする」という内容を「川崎市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介

護予防サービス事業所の市町村の同意に係る手続等に関する要綱」において定めたものです。 

 

資料３
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指定介護予防支援事業者の指定について 

 
１ 概要 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和６年厚

生労働省省令第 16 号）第７条により、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けるこ

とができるようになりました。 
なお、介護保険法においては、市町村長が指定介護予防支援事業者の指定を行うにあたっては、あ

らかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措

置を講じなければならないと定められています。（参考：下記２（３）） 

そうしたことを踏まえ、本市では、指定申請の前に内定申請の受付を行った上で、川崎市介護保険

条例の規定に基づき、川崎市地域包括支援センター運営協議会にてお諮りした後に、指定申請の受付

や指定手続きを行うこととしています。（参考：下記２（５）のとおり） 

今回は、令和６年９月１日から１２月１日までの指定についてお諮りするもので、内定申請のあっ

た事業所は別紙のとおりです。 

＜今後のスケジュール（予定）＞ 

地域包括支援センター運営協議会開催日 指定予定日 

令和６年５月 令和６年６月１日、７月１日、８月１日 

令和６年７月 令和６年９月１日、10月１日、11月１日、12月１日 

令和６年１１月 令和７年１月１日、２月１日、３月１日、４月１日 

令和７年２月 令和７年５月１日、６月１日、７月１日、８月１日 

令和７年７月 令和７年９月１日、10月１日、11月１日、12月１日 

令和７年１１月 令和８年１月１日、２月１日、３月１日、４月１日 

  ※上記のうち、地域包括支援センター運営協議会の開催については現時点の予定であり、前後することがあります。 

  

２ 法的位置づけ・指定基準（参考） 

（１）介護保険法第 58 条第 1 項 
   指定介護予防支援は、市町村長が指定する指定介護予防支援事業者によって行われる。 
 
（２）介護保険法第 115 条の 22 第 1 項  

指定介護予防支援事業者の指定は、地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者

の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行う。 
 【二重線の箇所は、令和６年４月１日付で改定】 

 
（３）介護保険法第 115 条の 22 第 4 項 

介護予防支援事業者の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被

保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 
 
（４）介護保険法第 115 条の 31 
   指定は 6 年ごとにその更新を行わなければ、その期間の経過によってその効力を失う。 
 
（５）川崎市介護保険条例第 5 条の 3 

川崎市地域包括支援センター運営協議会は、地域包括支援センターの設置及び運営に関する事項、

法第５条第３項に規定する施策の包括的な推進に関する事項並びに指定介護予防支援事業者の指

定に関する事項について調査審議し、市長に対し、その結果を報告し、又は意見を申し出ることが

できる。 
  



 

2 
 

【指定基準（概要）】 

施
設
区
分 

地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 

人
員
基
準 

管 理 者   事業所ごとに配置すること。 
  常勤専従であること。 
  管理に支障がない場合は、当該事業所の

管理者以外の職務、又は当該地域包括支

援センターの職務に従事可能 

  事業所ごとに配置すること。 
  常勤専従であること。 
  管理に支障がない場合は、当該事業

所の管理者以外の職務、又は他の事

業所の職務に従事可能 
従 業 者   事業所ごとに配置すること。 

  １人以上必要数の介護予防支援担当職

員（①保健師、②介護支援専門員、③社

会福祉士、④経験ある看護師、⑤高齢者

保健福祉に関する相談業務等に３年以

上従事した社会福祉主事のいずれか）を

置くこと。 
  当該地域包括支援センターの職員等と

兼務可能 

  １人以上の員数の指定介護予防支援

の提供に当たる必要な数の介護支援

専門員を置くこと。 
  居宅介護支援事業所の介護支援専門

員と兼務可能 

設
備
基
準 

設備及び

備 品 等 
  必要な広さの区画を有すること。 
  必要な設備及び備品等を備えること。 

・左記と同様 

 
※指定とは… 事業者あるいは施設が、法の定める施設・人員基準を満たしているか否かをチェックす

る確認行為で、行政の裁量権は狭く基準を満たしていれば指定を拒否することはできない。指定を受

けることで介護保険制度の仕組みに乗ることができる。 
 

※ 介護予防支援とは… 介護予防ケアマネジメントのこと。在宅の要支援者がサービスを適切に利

用することができるよう、地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成し、サービス提供の

確保のために連絡調整その他の便宜を行うこと。 
 
 



法人名
既に指定を受けてい
る居宅介護支援事業
所の事業所番号

既に指定を受けている居宅介護支援
事業所の事業所名

事業所所在地 通常の実施地域
事業開始日

(居宅介護支援)
指定予定日

(介護予防支援)
設備及び備品等 給付管理件数※

地域包括支援センター
からの受託件数※

管理者 1名

介護支援専門員 3名

管理者 1名

介護支援専門員 2名

　指定介護予防支援に係る内定申請のあった居宅介護支援事業所の一覧

122 10川崎市高津区東野川2-33-7
コーポ吉澤２F

川崎市川崎区日進町24番地15
ビバース日進町609号室

高津区、宮前区
※一部地域についてはお問い合わ

せください。

川崎区、幸区、横浜市鶴見区
※幸区、鶴見区は一部地域

平成26年10月1日

平成26年10月1日

社会福祉法人奉優会

（令和６年９月１日、１０月１日、１１月１日、１２月１日の指定予定分）

人員配置

32 8

・事務室
・相談室

・手指を洗浄する
ための設備等感
染症予防に必要

な設備
・鍵付きの書庫

1 1475302228 久末居宅介護支援センター 令和6年9月1日

2 医療法人社団恒春会 1475003305 馬嶋病院居宅介護支援事業所 令和6年11月1日

※令和６年４月提供分の実績
（川崎市の被保険者のみ）



法人名
既に指定を受けてい
る居宅介護支援事業
所の事業所番号

既に指定を受けている居宅介護支援
事業所の事業所名

事業所所在地 通常の実施地域
事業開始日

(居宅介護支援)
指定予定日

(介護予防支援)
設備及び備品等 給付管理件数※

地域包括支援センター
からの受託件数※

管理者 1名
(主任介護支援専門員)

介護支援専門員 1名

管理者 1名
(主任介護支援専門員)

介護支援専門員 1名

管理者 1名
(主任介護支援専門員)

介護支援専門員 5名

　指定介護予防支援に係る申請一覧
（令和６年６月１日、７月１日、８月１日の指定分（予定含む））

人員配置

1 株式会社ラナンキュラス 1475203301 居宅介護支援事業所Tulip
川崎市中原区上丸子八幡町
５９６メイアパート１０２号

川崎区、幸区、中原区、高津区、
宮前区、東京都大田区、目黒区
※川崎区、高津区は一部地域

令和5年8月1日 令和6年7月1日

・事務室
・相談室

・手指を洗浄する
ための設備等感
染症予防に必要

な設備
・鍵付きの書庫

30 9

2 合同会社　BLUE　BLUE 1475004642
居宅介護支援事業所

BLUE　BLUE
川崎市川崎区京町２－８－１６

川崎区、幸区、中原区、
横浜市鶴見区

令和6年4月1日 令和6年6月1日
令和６年４月１日新規指定のため

実績なし。

3 生活クラブ生活協同組合 1475100028 生活リハビリクラブ幸 川崎市幸区南幸町２－４－２
ビクセル川崎１０１

川崎区、幸区 平成11年9月1日 令和6年7月1日 116 24

※令和６年３月提供分の実績

（参考）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

第９期川崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の概要について 

１ 計画策定の趣旨と位置づけ 

 ①本計画は、「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」を一体的に策定する３か年の計画です。「川崎らしい

都市型の地域居住の実現」を目指し持続可能な高齢者施策を展開するための総合的な計画としています。 

 ②「高齢者保健福祉計画」は、老人福祉法に基づき高齢者施策に関する全般を定め、「介護保険事業計画」は、介

護保険法に基づき介護保険給付サービスの見込量や保険料等を定めます。 

 ③本計画は、令和６年度から８年度の３年間を計画期間とし、期間内に団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を具

体的に迎えること、また、団塊ジュニア世代が高齢者となる 2040 年を見据え、中長期的な視点にたって計画を

策定します。 

 

 

 

３ 第８期計画の主な取組結果 

取組Ⅰ いきがい・介護予防施策等の推進 

●高齢期の健康や生活の状態は、生活習慣病が大きく関わることから、健康づくりと介護予防を一

体的に推進しました。 

●シニア向けパソコン、スマホ講座について、高齢者がＩＴに慣れ親しむ機会を広げるため実施数

を増やしました。 

●高齢者特別乗車証・高齢者フリーパスのＩＣカード化を実施し、持続可能な制度への再構築に取

り組みました。 

取組Ⅱ 地域のネットワークづくりの強化 

●民生委員児童委員の協力のもと、高齢者生活状況調査を実施し、ひとり暮らし等高齢者の見守り

の充実を図りました。 

●地域ケア圏域（44 圏域）を設定し、圏域ごとの地区カルテを整備するなど、区役所を中心とした

地域マネジメントの取組を推進しました。 

●相談の増加に対応するための地域包括支援センターの運営の安定化、体制整備を推進しました。 

●要支援高齢者等の介護予防・重度化防止に向けたモデル事業を実施しました。 

取組Ⅲ 利用者本位のサービスの提供 

●介護給付の適正化の取組として「要介護認定の適正化」「ケアプランの点検」を実施しました。 

●在宅生活を支える地域密着型サービスの整備を推進しました。 

●かわさき健幸福寿ＰＪにおいて表彰式やインセンティブ付与、事例集の作成など取り組みました。 

 また、オンライン申請を導入するとともに、広報について特設サイトによる新たな広報媒体を設

置しました。 

●介護人材の確保・定着に向けて、家賃補助など新たな拡充策を実施しました。 

取組Ⅳ 医療介護連携・認知症施策等の推進 

●川崎市在宅療養推進協議会を設置し、多職種連携の強化や在宅療養者に対する一体的な支援体制

の構築を進めました。 

●認知症予防の観点から、軽度認知障害スクリーニング事業を実施するとともに、若年性認知症支

援コーディネーターを配置し、居場所づくりや就労支援、相談体制の強化に取り組みました。 

取組Ⅴ 高齢者の多様な居住環境の実現 

●特別養護老人ホームの定員を新規整備 380 床分増やすとともに、建替え民設化に伴う定員確保と

して、ショートステイ 47床分を本入所へ転換しました。 

●川崎市居住支援協議会にて、「すまいの相談窓口」の利用に関するリーフレットを作成したほか、

関係団体との緊密な連携体制を構築しました。 

 

【高齢者人口の推移】 

【要介護・要支援認定者数の推移】 

【認知症高齢者数の推移】 

２ 本市の高齢者の状況 

市の人口の約５人に１人が高齢者 

市の高齢者の約５人に１人が要介護等認定者 

市の高齢者の約５人に１人が認知症 

 

【ひとり暮らし高齢者数の推移】 市の高齢者の約５人に１人がひとり暮らし 

※令和３、４年度の人口は、「川崎市年齢別人口」による数字、令和５年度以降の人口は、令和４年２月に公表した「川崎市総合計画第３期実施計画の策定に向けた将来人口推計について」をもとに推計を行っています。全国の

高齢化率は、令和３、４年度は「人口推計」（総務省）の確定値、令和５年度以降は、「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）から引用しています。 

※要介護・要支援認定者数には、40 歳以上 64 歳以下の医療保険加入の方（第２号被保険者）を含みます。※令和６年度以降は、本市健康福祉局の自然体推計です。 

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」から作成しています。この推計は、令和 2 年国勢調査をベースに、令和４年２月に公表した「川崎市総合計画第３期実施計画の策定に向けた将来人口推計に

ついて」に、認知症有病率を乗じて算出したものです。認知症有病率に軽度認知障害（ＭＣＩ）は含まれません。 

※国勢調査 

資料３ 資料4-1



 

５ 第９期計画の基本目標と骨子 

 第８期計画の基本方針、基本目標及び５つの取組体系を引き継ぎながら、上位概念である「地域包括ケアシステム推進ビ

ジョン」を踏まえ、「川崎らしい都市型の地域居住の実現」を目指した施策を推進していきます。 

 
  

 

 

 

 

 

川崎らしい都市型の地域居住の実現 

 

①高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

②介護が必要となっても「かわさき」で暮らし続けられる支え合いのまちづくり 

川
崎
市
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
推
進
ビ
ジ
ョ
ン 

取組Ⅰ いきがい・健康づくり・介護予防等の推進 

取組Ⅱ 地域のネットワークづくりの強化 

取組Ⅲ 利用者本位のサービスの提供 

取組Ⅳ 医療介護連携・認知症施策等の推進 

取組Ⅴ 高齢者の多様な居住環境の実現 

７ 第９期計画の主な取組 

取組Ⅰ いきがい・健康づくり・介護予防等の推進【プラン本編 P81～P114】 

●健康づくり・フレイル予防・介護予防のためのセルフケア意識の醸成に取り組みます。 

●生活習慣病等の早期発見及び予防に取り組みます。 

●身近な地域で通いの場が活用できるよう、民間団体等と連携し活動支援に取り組みます。 

●働く意欲のある高齢者の就労支援を進めるとともに、高齢者外出支援乗車事業のＩＣカード化に

より把握した利用実態を踏まえて持続可能な取組の検討を行います。 

取組Ⅱ 地域のネットワークづくりの強化【プラン本編 P115～P150】 

●市民や民間事業者等との協働により、見守りネットワークづくりの推進に取り組みます。 

●相談ニーズ増加に対応するための地域包括支援センター等の体制整備等に取り組みます。 

●虚弱・要支援高齢者に対して介護予防・自立支援に資するサービスの選択肢を充実させ、自立を

支援して社会参加につなぎ、要支援者等の介護予防・重度化防止に取り組みます。 

●養護者及び養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応強化に取り組みます。 

●終活支援等の取組により、高齢者の終末期における自己選択を支援できるよう取り組みます。 

●ひとり暮らし等高齢者の増加を踏まえ、地域ぐるみの見守り支援に取り組みます。 

取組Ⅲ 利用者本位のサービスの提供【プラン本編 P151～P198】 

●介護サービス等の着実な提供としてＩＣＴを活用した認定事務の効率化に取り組みます。 

●中重度の要介護高齢者の在宅生活を支えるための地域密着型サービスの整備に取り組みます。 

●かわさき健幸福寿ＰＪは、更なる普及啓発と介護サービスの質をより適正に評価するための新た

な評価手法の実施に取り組みます。 

●介護人材の確保・定着、介護離職の防止、介護現場の生産性向上に取り組みます。 

取組Ⅳ 医療介護連携・認知症施策等の推進【プラン本編 P199～P226】 

●川崎市在宅療養推進協議会を開催し、日常の療養支援体制の充実を図るとともに、看取りの提供

体制のあり方について取り組みます。 

●軽度認知障害スクリーニング事業を継続して実施するとともに、認知症地域支援推進員を中心と

した参加者へのフォローアップと早期発見・対応に取り組みます。また、認知症の人の社会参加

を支援していくための活動の場の推進に取り組みます。認知症の診断直後から、認知症の人と家

族を地域で支える体制整備に取り組みます。 

取組Ⅴ 高齢者の多様な居住環境の実現【プラン本編 P227～P254】 

●特養ホームに医療的ケアが必要な要介護高齢者、高齢障害者等の受入れ推進に取り組みます。 

●慢性期の医療・介護への対応のため、介護医療院の整備等に取り組みます。 

●居住支援協議会を適切に運営して、取組等を情報発信するとともに、住宅確保要配慮者への支援

のあり方を検討し取り組みます。 

 
８ 介護保険サービス見込量と介護保険料【プラン本編 P255～P276】 

 

 

 

 

                        

第 8 期（Ｒ3～Ｒ5）保険料基準月額 

６，３１５円 

第 9 期中の第１号被保険者、要介護認定者数、施設・在宅サービス等の施策の方向性を基に推計 

第 9 期（Ｒ6～Ｒ8）保険料基準月額 

６，５９１円 

第１号被保険者数（R04）    306,987 人 第１号被保険者数（R07）    314,150 人

在宅サービス（R04）       33,190 人

居住サービス（R04）          6,163 人

施設サービス（R04）          7,162 人

在宅サービス（R07）       35,762 人

居住サービス（R07）          6,696 人

施設サービス（R07）          7,669 人

認定者数（R04）         62,365 人 認定者数（R07）         66,235 人

介護給付費等（３か年)    3,185 億円 介護給付費等（３か年)    3,442 億円

４ 第９期計画に向けた課題と重点事項の設定 

６ 第９期計画における地域包括ケアシステムの主な取組推進の考え方 

 ●令和 8年度以降を第 3 段階の「システム進化期」として、今後の社会変容等を意識しながら医療・介護ニーズの

増大・多様化を見据え、予防的な視点を重視し、民間企業等も含めた地域の多様な主体による包括的な支援体制

づくりを進めます。 

●圏域の考え方については、「区域」を第１層とし、市内 44圏域に分けた「地域ケア圏域」を第２層、さらに、よ

り小規模な地域の状況把握や課題解決を行う第 3層の「小地域」を組み合わせて、地域の実情に応じた地域マネ

ジメントを推進してきます。 

●介護予防のために重点的な働きかけが必要となる要支援者に対し

ては、軽度の状態からの重度化防止の取組が求められており、初期段

階における適切な関りと支援手段の整備が必要です。 

①自立支援・重度化防止の推進 

●家族の支援を受けにくいひとり暮らし等高齢者の増加や高齢化等

による地域活動等が減少していることから、相談機能の充実を図ると

ともに、地域における関係者のネットワーク化が必要です。 

●中重度の要介護高齢者の在宅生活を支える地域密着型サービスの

整備や中長期的な地域の人口動態、介護ニーズの見込みを適切に捉

え、介護保険施設等の整備に取り組むことが必要です。 

●認知症高齢者が増加する中、社会全体で認知症に関する正しい理解

を深め、認知症の人や家族の情報発信機会の拡充をはじめ、診断直後

から認知症家族を地域で支える仕組みづくりが必要です。 

●生産年齢人口の急減、介護人材の不足状況を踏まえ、介護分野で働

く人材の確保・育成・定着は重要であり、新たな技術への対応など、

介護現場全体の人手不足対策を進めることが必要です。 

②個別支援の充実と地域力の向上 

③ニーズに応じた介護基盤の整備 

④認知症施策の強化 

⑤介護人材の確保・定着 

【取組Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ】 

【取組Ⅱ、Ⅴ】 

【取組Ⅲ、Ⅴ】 

【取組Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ】 

【取組Ⅲ、Ⅴ】 

第８期計画で位置付けた重点事項に加え、第９期からは慢性的な介護人材不足を踏まえて「⑤介護人材の確保・定着」を加えた、５つ

の重点事項として取組を推進します。 

基本

方針 

＜第８期計画期間中の取組等を踏まえた課題＞ ＜第９期計画期間中に取り組む重点事項＞ 

基
本
目
標 

 



第９期川崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進捗管理について 

１ 計画の実施状況の評価・見直し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

２ 第９期計画で推進する重点事項 

 「高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」「介護が必要となっても 

 『かわさき』で暮らし続けられる支え合いのまちづくり」を基本目標とし、第８期計 

画で位置付けた重点事項に加え、第９期では、慢性的な介護人材不足を踏まえて「⑤介 

護人材の確保・定着」を加えた、以下の５点を重点事項として取り組みます。 

  

① 自立支援・重度化防止の推進【取組 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ】 

② 個別支援の充実と地域力の向上【取組 Ⅱ、Ⅴ】 

③ ニーズに応じた介護基盤の整備【取組 Ⅲ、Ⅴ】 

④ 認知症施策の強化【取組 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ】 

⑤ 介護人材の確保・定着【取組 Ⅲ、Ⅴ】 

 

３ 各施策の方向性について 

 

取組Ⅰ 

いきがい・健康づくり・

介護予防等の推進 

ⅰ）主体的な健康づくり・介護予防につながる取組の推進 

ⅱ）生活習慣病等の早期発見及び予防的取組 

ⅲ）身近で多様な通いの場の充実 

ⅳ）いきがいづくり・社会参加の促進 

取組Ⅱ 

地域のネットワークづ

くりの強化 

ⅰ）地域のネットワークづくりの推進 

ⅱ）相談支援体制の整備 

ⅲ）ひとり暮らし等高齢者の支援の推進 

ⅳ）要支援者等の介護予防・重度化防止 

取組Ⅲ 

利用者本位のサービス

の提供 

ⅰ）介護保険サービス等の着実な提供 

ⅱ）地域密着型サービスの取組強化 

ⅲ）かわさき健幸福寿プロジェクトの推進 

ⅳ）介護人材の確保と定着の支援 

ⅴ）ウェルフェアイノベーションとの連携 

取組Ⅳ 

医療介護連携・認知症施

策等の推進 

ⅰ）在宅医療・介護連携の推進 

ⅱ）認知症施策の推進 

取組Ⅴ 

高齢者の多様な居住環

境の実現 

ⅰ）高齢者の生活の基盤となる住まいの安定確保 

ⅱ）在宅生活が困難な方のための介護サービス基盤の整備 

ⅲ）居住の安定確保に向けた住宅セーフティネットの構築 

 
ⅰ）主体的な健康づくり・介護予防につながる取組の推進 

○ 要介護状態の原因疾患の多くを占める生活習慣病を若いときから予防できるよう、健康
に関心が薄い方も含め、誰もが取り組みやすい健康づくり活動を推進していきます。 

○ 運動、栄養、社会参加を柱とするフレイル予防や口腔機能の低下および食べる・飲み込
む機能の障害を防ぐオーラルフレイル予防などの介護予防に関する取組を推進し、自
助・互助の意識の醸成を図ります。 

○ 介護予防活動のきっかけの場である「いこい元気広場事業」を充実させていきます。 

ⅱ）生活習慣病等の早期発見及び予防的取組 
○ 特定健診やがん検診等の各種健診の受診勧奨を行い、疾病の早期発見や早期治療につな

げます。 

○ 糖尿病の重症化を予防するため、受診勧奨や保健指導を実施します。 

○ 個別支援の対象者を介護予防事業につなげることや、高齢者の通いの場等でフレイル予
防やオーラルフレイル予防の普及啓発を行うことを通して、保健事業と介護予防の一体
的実施に取り組みます。 

ⅲ）身近で多様な通いの場の充実  
○ 身近な地域で通いの場が活用できるよう、多様な主体による通いの場の活動支援を進め

ます。 

○ 介護予防に関するボランティアや地域活動のリーダーとなる市民などの地域の支え手
や担い手の発掘、育成を行います。 

ⅳ）いきがいづくり・社会参加の促進 
○ 地域における活動の支援やいきがいづくりの場の提供など高齢者の多様ないきがいづ

くり、社会活動への参加促進の取組を推進します。 

○ 働く意欲のある高齢者の就労支援に取り組みます。 

○ ＩＣカード化した高齢者特別乗車証・高齢者フリーパスを活用した外出支援施策を進め
ていきます。また、利用実績を分析した上で、外出支援のあり方を検討し、持続可能な
制度としていきます。 

本市においては、学識経験者、被保険者（市民公募）、地域団体、事業団体、保健・医療・

福祉関係団体の代表者等の委員で構成される「川崎市介護保険運営協議会」を平成 12（2000）

年度に設置し、介護保険事業計画に基づく介護保険事業の実施状況や高齢者保健福祉施策に

ついて、分析・評価を行うとともに、課題の検討・協議を行ってきました。 

国の第７期計画の基本指針において、市町村介護保険事業計画に新たに「目標の達成状況

の点検、調査及び評価等並びに公表」の項目が定められ、目標を数値化するべきとの考え方

方が示されました。 

成果指標の設定については、川崎市総合計画と一体的に推進する必要があることから、同

計画の成果指標と整合が図れるよう、目標値を設定するとともに、成果指標に関する評価に

ついては、総合計画の進捗状況の評価に基づき、介護保険運営協議会において、介護保険事

業計画の進捗状況の観点からも評価を行っていくこととしています。 

 

 



令和６年７月３１日時点

施策の柱 施策の方向性 R6目標 R6実績 R6年度の達成度 取組内容の実績等（☆新規の取組内容）

1
いこい元気広場事業終了後に介護予防活動を
継続している者の割合

98%

2 いこい元気広場事業の実施回数 2,777回

3 いこい元気広場事業の実施場所 61か所

4
各区における地区カルテ等の活用による住民
との対話の機会

44か所

5
20歯以上の自分の歯がある人（8020達成者）
の割合の増加
※高齢者実態調査実施年度のみ記入

ー

1
生活習慣病重症化予防事業対象者への受診勧
奨率

100%

2
訪問等での相談指導や通いの場での健康教育
の手法の構築

44か所

1 地域介護予防活動支援事業の実施回数 524回

2 地域介護予防活動支援事業の参加者数 10,437人

3 多様な主体による「通いの場」への参加者数 12,000人

1 シニア向けパソコン・スマホ講座実績
事業継続
（81人）

2 老人クラブ数
事業継続
（446）

3
収入が伴う仕事をしている高齢者の割合
※高齢者実態調査実施年度のみ記入

ー

4 いこいの家及びいきいきセンター利用者数 867,000人

●地域における活動の支援やいきがいづくりの場の提供など高齢
者の多様ないきがいづくり、社会活動への参加促進の取組を推進
します。

●働く意欲のある高齢者の就労支援に取り組みます。

●ＩＣカード化した高齢者特別乗車証・高齢者フリーパスを活用
した外出支援施策を進めていきます。また、利用実績を分析した
上で、外出支援のあり方を検討し、持続可能な制度としていきま
す。

ⅳ）いきがい
づくり・社会
参加の取組

ⅰ）主体的な
健康づくり・
介護予防につ
ながる取組の
推進

成果指標

●要介護状態の原因疾患の多くを占める生活習慣病を若いときから予防
できるよう、健康に関心が薄い方も含め、誰もが取組やすい健康づくり
活動を推進します。

●運動、栄養、社会参加を柱とするフレイル予防や口腔機能の低下およ
び食べる・飲み込む機能の障害を防ぐオーラルフレイル予防など介護予
防に関する取組を推進し、自助・互助の意識の醸成を図ります。

●介護予防活動のきっかけの場である「いこい元気広場事業」を充実さ
せていきます。

●特定健診やがん検診等の各種健診の受診勧奨を行い、疾病の早期発見
や早期治療につなげます。
●糖尿病の重症化を予防するため、受診勧奨や保健指導を実施します。
●個別支援の対象を介護予防につなげることや、高齢者の通いの場等で
フレイル予防やオーラルフレイル予防の普及啓発を行うことを通して、
保健事業と介護予防の一体的実施に取り組みます。

ⅱ）生活習慣
病等の早期発
見及び予防的
取組

●身近で通いの場が活用できるよう、多様な主体による通いの場
の活動支援を進めます。

●介護予防に関するボランティアや地域活動のリーダーとなる市
民などの地域の支え手や担い手の発掘、育成を行います。

ⅲ）身近で多
様な通いの場
の充実

取
組
Ⅰ
　
い
き
が
い
・
健
康
づ
く
り
・
介
護
予
防
等
の
推
進

1.目標を大きく上回って達成 4.目標を下回った

2.目標を上回って達成 5.目標を大きく下回った

3.ほぼ目標どおり
令和６年度 第９期計画の取組状況一覧

調整中



令和６年７月３１日時点

施策の柱 施策の方向性 R6目標 R6実績 R6年度の達成度 取組内容の実績等（☆新規の取組内容）成果指標

1.目標を大きく上回って達成 4.目標を下回った

2.目標を上回って達成 5.目標を大きく下回った

3.ほぼ目標どおり
令和６年度 第９期計画の取組状況一覧

1
地域見守りネットワーク事業協力民間事業者
数

81か所以上

2 地域ケア会議の開催件数 550回以上

ⅱ）相談支援
体制の整備

●相談ニーズに対応するための地域包括支援センター等の更なる
体制整備に取り組みます。

●総合リハビリテーション推進センター等による支援者支援の機
能等を検証し、更なる機能充実に向けた検討を進めます。

●養護者による高齢者虐待、養介護施設従事者等による高齢者虐
待への対応強化を図ります。

●包括的な相談支援を推進します。

1
高齢者人口1500人当たりの地域包括支援セン
ター職員配置数

1.0人以上

ⅲ）ひとり暮
らし等高齢者
の支援の推進

●ひとり暮らし等高齢者の増加を見据えた対策を進めます。 1 ひとり暮らし等高齢者生活状況調査件数 77000件

1 自立支援型サービスの提供件数 735件

2
小地域における生活支援体制整備事業委託事
業者数

28か所

取
組
Ⅱ
　
地
域
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
の
強
化

ⅰ）地域の
ネットワーク
づくりの推進

●市民や民間事業者等の多様な主体との協働により、地域特性に
応じた見守りネットワークづくりを進めます。

●地域ケア会議を活用した地域包括支援ネットワークの構築や、
権利擁護支援地域ネットワークの構築など、相談機関等による相
談支援ネットワークの充実に向けた取組を進めます。

●要支援者等の初期相談を充実するため、地域リハビリテーショ
ン支援拠点の体制充実と、（看護）小規模多機能型居宅介護事業
所への生活支援コーディネーター配置を進めます。

●要支援者等の介護予防・重度化防止に資する自立支援型サービ
スの整備を進めます。（新規の介護予防サービス等利用者の２割
程度の利用を目標とする（令和8年度））

●要支援者等の参加・活動等を支える地域資源の充実策及び資源
につなぐ機能の整備を進めます。

ⅳ）要支援者
等の介護予
防・重度化防
止

調整中



令和６年７月３１日時点

施策の柱 施策の方向性 R6目標 R6実績 R6年度の達成度 取組内容の実績等（☆新規の取組内容）成果指標

1.目標を大きく上回って達成 4.目標を下回った

2.目標を上回って達成 5.目標を大きく下回った

3.ほぼ目標どおり
令和６年度 第９期計画の取組状況一覧

1 要介護認定の適正化

認定調査点検
（委託分）の
全件実施

2
ケアプラン等点検、住宅改修等の点検・福祉
用具購入・貸与調査

年間630件実施

3 医療情報との 突合・縦覧点検
委託（国保連合
会）にて実施

4
総合事業について、個別事例単位の検証を委
託により開始する

実施

5 ケアマネ連絡会との意見交換会の実施 2回以上

1 主な地域密着型ｻｰﾋﾞｽの延べ利用者数 26,832人

2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備 32か所

3 小規模多機能型居宅介護の整備 50か所

4 看護小規模多機能型居宅介護の整備 24か所

1 かわさき健幸福寿プロジェクト参加者数 468人以上

2 かわさき健幸福寿プロジェクト参加事業所数 375か所以上

3 プロジェクト参加者の要介護度改善率 17％以上

4 プロジェクト参加者の要介護度維持率 65％以上

1
介護人材の不足感
※高齢者実態調査実施年度のみ記入

ー

2 就職相談会 300人

3 介護人材マッチング・定着支援事業
事業継続
９６人以上

4 訪問看護師養成講習会
事業継続
(26人)

5 普及啓発イベント参加者数 350人以上

6
研修受講者への補助の実施
（初任者研修修了者）

14人以上

7
研修受講者への補助の実施
（実務者研修修了者）

22人以上

8 メンタルヘルス相談窓口 60人以上

9
総合研修センターにおける階層別研修の実施
によるキャリアアップ支援

80回以上

●制度改正や社会状況の変化等を踏まえ、要介護・要支援高齢者
等が地域で生活を続けるために必要なサービスを提供します。

●総合事業について、早期に要支援者等の状態に応じた適切な
サービスが提供される体制の構築に向けた取組を進めます。

●適切なケアマネジメント手法の普及・定着を図ります。

ⅰ）介護保険
サービス等の
着実な提供

ⅱ）地域密着
型サービスの
取組強化

ⅲ）かわさき
健幸福寿プロ
ジェクトの推
進

●更なる普及啓発を実施するとともに、新たな評価手法での取組
の実施等に向けて検討を行い、検討結果に基づいた取組を実施し
ます。

●中重度の要介護高齢者の在宅生活を支えるための取組を進めま
す。

●引き続き、地域密着型サービスの拡充を図るため、事業所の参
入促進の取組や地域医療介護総合確保基金を活用した整備に向け
た取組を進めます。

●地域密着型サービスの利用機会の拡大等の取組として、広域利
用に関する事前同意について、協議・検討を進めます。

●認知症の人がその環境に応じて地域の見守り等の支援を受けな
がら生活し続けることができるよう、認知症高齢者グループホー
ムに対する利用継続に向けた取組を進めます。

取
組
Ⅲ
　
利
用
者
本
位
の
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

ⅳ）介護人材
の確保と定着
の支援

●要介護高齢者が増加する一方、生産年齢人口が急減することが
見込まれる中で、若い世代に介護の魅力を発信し、イメージアッ
プを図ります。

●地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産
性の向上を推進します。

●外国人介護人材定着に向けた環境整備及び介護ロボットの導入
支援に取り組みます。

●介護離職を防止する観点から、仕事と介護の両立支援に取り組
みます。

●ＩＣＴを活用した認定事務の効率化や効果的な認定審査会を図
ります。

調整中



令和６年７月３１日時点

施策の柱 施策の方向性 R6目標 R6実績 R6年度の達成度 取組内容の実績等（☆新規の取組内容）成果指標

1.目標を大きく上回って達成 4.目標を下回った

2.目標を上回って達成 5.目標を大きく下回った

3.ほぼ目標どおり
令和６年度 第９期計画の取組状況一覧

1 川崎市在宅療養推進協議会の開催回数 3回

2
「在宅チーム医療を担う地域リーダー研修」
の受講人数（累計）

1,600人

3 医療・介護関係者の相談支援機能の充実 取組推進

1 認知症サポーター養成者数 8,000人

2
軽度認知障害（MCI）スクリーニング事業参加
者数

400人

取
組
Ⅳ
　
医
療
介
護
連
携
・
認
知
症
施
策
等
の
推
進

●本市の実情に応じた医療と介護の連携を推進するため、引き続
き川崎市在宅療養推進協議会及び各区在宅療養推進協議会におけ
る取組を推進します。また、入退院支援の重要性が高まっている
ことを踏まえ、「川崎市入退院支援ガイドブック」を活用した研
修を実施します。

●日常の療養支援体制の充実を図るため、川崎市在宅療養推進協
議会及び各区在宅療養推進協議会による多職種連携のあり方につ
いて協議を行うとともに、地域リハビリテーションの取組による
専門的な支援体制の強化を推進します。

●住み慣れた地域や自ら望む場で最期を迎えることができるよ
う、看取りの提供体制のあり方について検討します。

ⅰ）在宅医
療・介護連携
の推進

●認知症サポーター養成講座等を引き続き実施するとともに、認
知症サポーターを中心とする支援者をつなぐ仕組みづくり（チー
ムオレンジ）を推進します。

●認知症予防の取組として、軽度認知障害（ＭＣＩ）スクリーニ
ング事業を継続して実施していき、認知症地域支援推進員を中心
とした参加者のフォローアップと早期発見・対応の取組を推進し
ていきます。

●認知症の診断直後から、認知症の人と家族を地域で支える取組
を進めます。

●認知症の人の社会参加を支援していくための、活動の場を推進
していきます。

ⅱ）認知症施
策の推進

調整中



令和６年７月３１日時点

施策の柱 施策の方向性 R6目標 R6実績 R6年度の達成度 取組内容の実績等（☆新規の取組内容）成果指標

1.目標を大きく上回って達成 4.目標を下回った

2.目標を上回って達成 5.目標を大きく下回った

3.ほぼ目標どおり
令和６年度 第９期計画の取組状況一覧

1 サービス付き高齢者向け住宅（累計）
事業継続
(1,999戸)

2 高齢者向け有料賃貸住宅（累計）
事業継続
(190戸)

3 シルバーハウジング（累計）
事業継続
(1,193戸)

4 福祉住宅（累計）
事業継続
(108戸)

5 軽費老人ホーム（累計）
事業継続
(264人)

6 養護老人ホーム（累計）
事業継続
(190人)

1 特別養護老人ホームの入居定員数（累計） 5,361床

2 介護老人保健施設の入所定員数（累計） 2,281床

3 介護医療院の入所定員数（累計） 0床

4
認知症高齢者グループホームの入居定員数
（累計）

276ﾕﾆｯﾄ

5
介護付有料老人ホームの入居定員数
（累計）

8,028床

6
住宅型有料老人ホームの入居定員数
（累計）

3,713人

1
住宅確保要配慮者の住み替え相談や空き家の
利活用に関する相談の実施

500件以上

2 入居手続の同行等支援 12件

ⅲ）居住の安
定確保に向け
たセーフティ
ネットの構築

取
組
Ⅴ
　
高
齢
者
の
多
様
な
居
住
環
境
の
実
現

●居住支援協議会を適切に運営して、取組等について情報発信す
るとともに、住宅確保要配慮者への支援のあり方を検討します。

●市有地を活用するなどして、社会福祉施設等の整備を促進しま
す。

ⅰ）高齢者の
生活の基盤と
なる住まいの
安定確保

●高齢者の居住ニースや地域特性に応じたサービス付き高齢者向
け住宅の供給誘導を図ります。

●相談窓口のより効果的な体制を構築するとともに、住まいや住
まい方の選択や決定を支援するツールの作成や情報発信を行いま
す。

●特別養護老人ホームに、医療的ケアが必要な要介護高齢者、高
齢障害者等の受け入れを推進するとともに、老朽化施設の再編整
備に取り組みます。

●引き続き、介護施設等の量的拡充と介護サービスの質の向上を
図るため、地域医療介護総総合確保基金を活用した整備に向けた
取組を進めます。

●慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、介護医療院の整備
等を進めます。

●介護離職防止に向けた取組、災害及び感染症に対する取組を進
めます。

ⅱ）在宅生活
が困難な方の
ための介護

サービス基盤
の整備

調整中



議論用資料

1

（１）介護報酬改定
令和６年度介護報酬改定において、マイナス改定となったサービスへの影響 等

（２）第10期計画に向けて検討が進められる事項（『介護保険制度の見直しに関する意見（社会保障審議会介護保険部会）』より抜粋）

①介護予防・日常生活支援総合事業関係

②ケアマネジメント関係

軽度者の生活支援等（※要介護１・２の生活支援等の介護予防・日常生活支援総合事業への移行）
⇒現在の総合事業に関する評価・分析等を踏まえ包括的に検討し、第10期計画期間の開始までに結論を得る。

総合事業の多様なサービスの充実
⇒第９期を通じて充実化のための包括的な方策を検討。

ケアマネジメントの質の向上
⇒質の向上･人材確保の観点から第９期を通じて包括的な方策を検討

ケアマネジメントに関する給付のあり方（※自己負担の設定）
⇒・利用者やケアマネジメントに与える影響、他サービスとの均衡等を踏まえ包括的に検討し、第10期計画期間の開始までに結論を得る。

資料４－２

















※２ 平成23年度要介護認定における認定調査結果（出典：認定支援ネットワーク（平成24年2月15日集計時点））
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要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

身の回りの動作（ADL） 生活行為(IADL)

要支援者のほとんどは、身の回りの動作は自立しているが、買い物など生活行為の一部がしづらくなっている。

要介護２になると、移動・排せつ等の自立度が低下する。

要支援１～要介護２の認定調査結果

n=851,756

n=855,173

n=1,047,954

n=854,999

n=二次判定件数

※１ 「歩行できる」には、「何かにつかまればできる」を含む。

出典：厚生労働省 介護予防ケアマネジメントの考え方



要支援者等の重度化防止（第８期計画における総合事業の見直し）

1

＜参考＞第８期計画における総合事業の見直し



地域包括支援センター
（略称「包括」）

生活支援
コーディネーター
（略称「SC」）

地域リハビリテーション
支援拠点

（略称「地域リハ拠点」）

• 高齢者の相談機能の要として、市内４９か所に設
置

• 総合相談機能を軸に、個別支援から地域の関係者
のネットワーク構築まで幅広く担う

• 長年の活動を通じて地域の関係者・機関との間で
長年築いてきたネットワークを持つ

• 保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員を中
心とした多職種が所属

• 市内２４か所の（看護）小規模多機能型居宅介護事業所に
配置【順次整備中】

• より小さい地域単位（概ね小学校区程度）において、「個
別の支援」と「地域づくり（小地域福祉活動）」の２つの
側面から不安や困りごとを抱えた高齢者へアプローチ

• 明確な支援ニーズはないが、周りから見ると何か気になる
人、ちょっと心配な人をメインターゲットに、「早めに出
会い、長くお付き合いすること」をコンセプトとして活動

• 市内１１か所の病院、介護老人保健施設に設置【順次整備中】
• 理学療法士、作業療法士等のリハビリ専門職が、日常の環境調

整や動作の仕方等の改善の見極めの視点から見立てを行い、包
括への助言や、本人の意欲に働きかける後押しをする役割

• 生活上の困り事の要因分析、今後の生活において予想される見
通しや生活の改善可能性の見立てを行い、利用者にとって実現
可能な方法による解決の方向性を提案

「総合相談の入口、様々な支援へのつなぎ」

「早めに出会って長くお付き合い」 「ポイントポイントでの専門的な関わり」

2

初期相談の支援チーム

＜参考＞第８期計画における総合事業の見直し



川崎市の総合事業サービスの構成

3

事業名 サービス名称 主な役割 内容

訪問型サービス
（第１号訪問事業）
法第115条の45第1項第1号イ

介護予防訪問サービス
（介護予防型）

比較的状態が安定している場合に、
計画的な支援によって、利用者の
生活機能の悪化防止・状態の維持
等につなげる。

従前の予防給付と同様

介護予防訪問サービス
（生活援助特化型） 生活援助のみの提供

通所型サービス
（第１号通所事業）
法第115条の45第1項第1号ロ

介護予防通所サービス 従前の予防給付と同様のサービスで3時間以上の支援

介護予防短時間通所サービス 従前の予防給付と同様のサービスで1.5時間以上の支
援

一般介護予防事業
（※通所Bに相当）

住民主体による要支援者等支援事
業

住民主体による参加・役割発揮の
場づくりを進め、参加者の地域と
のつながりづくりや、閉じこもり
予防のための活動を展開

基本チェックリストを活用して対象者を選定
（※）要介護でも利用可

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）
法第115条の45第1項第1号ハ

かわさき健幸UP!!プログラム
（短期集中介護予防プログラム）

状態が変わりやすい新規認定時や
退院直後等の場合に、
短期集中的かつ利用者の日々の状
況変化に応じた柔軟な支援によっ
て、より積極的に生活の改善また
は維持につなげる。

概ね３か月間、リハビリテーション専門職が生活習慣
の改善や行動変容等を促し、希望する生活を送れるよ
うにするプログラム

あんしん暮らしサポート
（短期集中介護予防小規模多機能型生
活支援サービス）

概ね６か月間、生活課題解決や日常生活における活動
量の維持等によって、心身状態の悪化の防止又は状態
の改善等を目指す支援

第８期計画で新設

＜参考＞第８期計画における総合事業の見直し


